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○マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（名義変更届） （名義変更届） 

第五条 法第百二条第一項の認定を受けたマンションの除却又は法第百五条第

一項の許可を受けたマンションの建築が完了する前に、当該認定を受けた者

（以下「認定事業者」という。）又は当該許可を受けた者（以下「許可事業

者」という。）の名義に変更があったときは、変更後の認定事業者又は許可

事業者は、名義変更届（別記第一号様式）に当該認定又は許可を受けたこと

を証する書類を添えて知事に届け出るものとする。 

第五条 法第百二条第一項の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）

又は法第百五条第一項の許可を受けた者（以下「許可事業者」という。）

は、当該認定を受けたマンションの除却又は当該許可を受けたマンションの

建築が完了する前に、認定事業者又は許可事業者の名義に変更があったとき

は、変更前の認定事業者又は許可事業者と変更後の認定事業者又は許可事業

者とが連署して名義変更届（別記第一号様式）に当該認定又は許可を受けた

ことを証する書類を添えて知事に届け出るものとする。 

２ 知事は、前項の規定による届出を受けたときは、名義変更受理通知書（別

記第二号様式）により同項の変更後の認定事業者又は許可事業者に通知する

ものとする。 

２ 知事は、前項の規定による届出を受けたときは、名義変更受理通知書（別

記第二号様式）により同項の変更後の認定事業者又は許可事業者に通知する

ものとする。 

 














